
狭山事件とは・・・    
  1963 年５月１日、埼玉県狭山市で女子高校生が下校途中

行方不明となり、自宅に脅迫状が届けられました。５月２

日深夜、４０数人の警察官が指定された場所に張り込みま

したが、現れた犯人を取り逃がしました。５月４日には麦

畑の農道に埋められていた被害者の死体が発見されまし

た。 

警察は、惨殺死体発見以来、「こんな事をするのは部落

の者に違いない」という偏見にもとづいて狭山市内の被差

別部落への見込み捜査の結果、５月 23 日午前 4 時頃に当

時 24 歳だった石川一雄さんを別件逮捕（友だちから借りた

ままの小銭を返してなかった）しました。１カ月に渡る留

置場での取り調べで、ウソの自白 をさせ、犯人にデッチあ

げたのです。 
 

なぜ、石川さんはウソ自白をしたのか？ 
  石川さんは６／17 日、別件については保釈されたが、すぐ

に 狭山事件容疑者として 再逮捕された。このことにより、弁

護士が「別件についての裁判が、もうすぐある」と言っていた

が、その裁判がなくなった。石川さんは精神的にも落ち込み、

「弁護士は嘘つきで、刑事さんを信用しよう」と思いはじめ

る。「お前が犯人でなければ、兄さんが犯人だ」あるいは「犯

人だと認めれば、10 年で出してやる」という刑事の言葉を信

じて、石川さんは「家計を支えていた兄が逮捕されるより、自

分が犯人になればいい」と思い、ウソの「自白」を始めた。 

 石川さんは無期懲役判決が確定しましたが、１９９４年に３１年
７カ月ぶりに仮出獄し、無実の証拠をいくつも提出し、再審闘争
をしています。 

狭山事件の事実調べ、 鑑定人尋問を！ 
 石川一雄さんは、2006 年 5 月 23 日付で、東京高等裁判所
（以下、東京高裁）第 4 刑事部へ狭山事件第３次再審請求
を行っています。   

狭山事件の無実の証拠 

①石川さん宅で発見された万年筆は被害者のものと
はいえない！ 

 石川さんの家から自白通り被害者の万年筆が発見された

として有罪の証拠となっています。下山進・吉備国際大学

名誉教授は、蛍光 X 線分析装置を使って被害者が事件当日

ペン習字で使ったインクと発見万年筆のインクはクロム元

素有無の違いがあり、被害者の万年筆とはいえないことが

科学的に明らかになりました。 
 
②脅迫状は石川さんが書いたのではない！ 
狭山事件では、脅迫状は犯人の残した唯一の物的証拠で

す。2018 年１月に福江潔也・東海大学教授のコンピュータ

による脅迫状の筆跡鑑定を新証拠として提出しました。こ

れによると「犯人の脅迫状」と「石川さんの書いた上申

書」を比較して、「脅迫状は９９．９％の識別精度で別人が書

いた」という結果が出ています。 



狭山事件の再審開始を！ 
       私たちの思い 
部落解放大分県高校生・中学生友の会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※１９７４年１０月３１日に東京高裁の寺尾裁判長は事実調べを
しないまま、石川さんに無期懲役の判決を言い渡しました。 
※１９７７年８月９日に最高裁は狭山事件の上告を棄却し, 
石川さんの無期懲役が確定しました。 
 

☆石川さん・弁護団は、東京高等裁判所へ 
第３次再審請求をしています。 
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 連絡先 

部落解放共闘大分県民会議 大分市中央町4-2-5 tel 097-535-2255  

 部落解放同盟大分県連合会 大分市中央町 4-2-5 tel 097-532-2570 










